
公益財団法人 福岡県暴力追放運動推進センター 
 

Ⅰ 法人の概要（令和 7年 4月１日現在） 

 1 所 在 地  福岡市博多区吉塚本町 13番 50号 

 2 設 立 年 月 日  平成 4年 2月 17日 

 3 代 表 者  理事長 瓦林 達比古（ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋｺ） 

 4 基 本 財 産  1,462,370千円(設立時の基本財産：1,700,000千円) 

 5 北九州市の出捐金  78,000千円(出捐の割合 4.6%) 

 6 役 職 員 数 

  
人    数 

合 計 うち本市からの派遣 うち本市退職者 うちその他 

役 員 21人 1人 0人 20人 

 
常 勤 1人 0人 0人 1人 

非常勤 20人 1人 0人 19人 

職 員 5人 0人 0人 5人 

 

Ⅱ 令和６年度事業実績 

  1 概要 

（公財）福岡県暴力追放運動推進センターでは、変動する暴力団情勢を迅速かつ的確に把握し、

警察、県弁護士会民事介入暴力対策委員会、企業、地域住民等と連携しながら暴排活動に取り組

んできた。その結果、暴排機運はかつてない高まりを見せており、この機運を持続させ「安全で

住みよい福岡県の実現」を図るため、各種事業を実施した。 

2 事業活動の推進状況 

(1) 広報活動 

① 機関誌「県民の絆」を発行（年度内 2回）し、賛助会員、自治体等へ配布した。また、ホ

ームページをリニューアルし、「県民の絆」のバックナンバーを公開した。 

② 第 33回暴力追放福岡県民大会は、北九州市「暴力追放・安全安心まちづくり」市民大会と

合同開催し、暴追メッセージを県民・市民に向けて発信した。また、大会内で暴追功労者表

彰やポスターコンクールの表彰を行い、若年層へ暴排機運を伝承した。 

(2) 相談活動 

日常の相談活動以外に、毎月第 1及び第 3水曜日に「民暴特別相談日」を開設するとともに、 

警察、弁護士会、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市等との協働による「暴力団被害集中相

談日」を 10/19に開催し、令和 6年度は計 1,457件の相談を受けた。 

(3) 少年対策 

① 福岡県警察少年課とタイアップし、闇バイト加担防止を目的としたバナー広告を SNS上へ

掲載した。 

② 福岡市営地下鉄駅及び西鉄大牟田線天神駅の改札口床面に注意喚起を行う広告を掲示した。 



(4) 離脱者就労支援 

福岡県警、当センターのほか、福岡中央公共職業安定所、福岡刑務所、福岡県就労支援事業

者機構等 14 の行政機関・団体等から構成される「福岡県暴力団離脱・就労対策連絡会」を組

織し、暴力団員の更生のための離脱就労支援を行い、社会復帰支援のための環境整備を推進し

た。 

・協賛企業             462事業者 

・離脱者雇用給付金         14事業者（離脱者 15名）計 520万円を支給 

・身元保証制度にかかる見舞金     1事業者（離脱者 1名）約 80万円を支給 

 (5) 暴力団事務所使用差止請求訴訟 

   北九州市小倉北区所在の工藤會傘下 4団体に対する組事務所使用差止の仮処分を執行（2/25） 

した。 

(6) 暴力団排除組織に対する援助活動 

   古賀市商工会が取り組む、みかじめ料拒否運動に対する支援金を支給した。 

(7) 不当要求防止責任者講習 

県公安委員会からの委託事業である「不当要求防止責任者講習」を 30 回実施し、計 2,128

名が受講した。 

  (8) 不当要求情報管理機関援助活動 

     不当要求情報管理機関連絡会議（12/9）を開催し、（公財）モーターボート競争保管協会、

日本証券業協会九州地区協会、（公財）日本競馬保安協会関西本部と情報共有を行った。 

(9) 被害者救援活動 

暴力団員が加害者である事件の被害者を救援するために、見舞金の支給や貸付金の支給を行

っており、2名の被害者に損害賠償請求訴訟費用の支援を継続中である。 

(10) 賛助会加入勧奨活動 

ホームページ、機関紙（県民の絆）、パンフレット等に会員募集の記事を掲載するとともに、

暴力団排除研修や暴力団追放イベント参加者への加入勧奨を行った（令和 6年度 951名）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 令和６年度決算 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅳ 令和７年度事業計画 

1 事業の目的 

  （公財）福岡県暴力追放運動推進センターは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）による不当な行為を予防する

ための広報活動等を推進し、暴力団員による不当な行為についての相談事業を行うとともに、

暴力団員による不当な行為の被害者の救援を行うこと等により、暴力団員による不当な行為の

防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的とする。 

2 事業活動 

(1) 広報活動 

・機関紙「県民の絆」の発行（年度内 2回） 

・自治体、企業等への講師派遣 

・暴力追放福岡県民大会の開催（福岡市との共同開催 11月） 

・ホームページによる広報 

(2) 暴力団排除組織に対する支援活動 

・自治体及び民間暴排組織の援助 

・自治体等が開催する暴追大会への援助 

(3) 相談活動 

   ・日常の相談活動 

   ・民事介入暴力特別相談（毎月第 1及び第 3水曜日） 

   ・暴力団被害集中相談（10月） 

(4) 少年対策 

   ・福岡県警察少年課とタイアップした SNSによる広報啓発 

   ・高校生を対象とした暴追ポスターコンクールの開催 

(5) 離脱・就労支援活動 

   ・暴力団離脱希望者への資金援助  

・暴力団離脱者を雇用した協賛企業への給付金制度及び身元保証制度の適用 

・離脱・雇用対策連絡会の開催と県警機関との連携 

(6) 暴力団事務所差止請求関係業務 

(7) 不当要求防止責任者講習の実施 

(8) 不当要求情報管理機関援助 

(9) 被害者救援活動 

   ・暴力団犯罪被害者への見舞金の支給 

   ・損害賠償請求訴訟等援助 

(10) 少年指導 

    福岡県少年ボランティア協会と連携した少年指導員に対する研修の実施 

(11) 監視活動 

(12) 調査研究活動 

(13) その他 



 

Ⅴ 令和７年度予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅵ 役 員 名 簿 

令和 7年 7月 1日現在 

役 職 名 氏   名 備       考 

名 誉 会 長 服部 誠太郎 福岡県知事 

理 事 長 瓦林 達比古 （一社）福岡県社会保険医療協会 理事長 

専 務 理 事 西 田 哲 也 （公財）福岡県暴力追放運動推進センター 専務理事 

理 事 宮 内  久 滋 （公社）福岡県宅地建物取引業協会 副会長 

〃 入 舩   清 （公社）福岡県少年警察ボランティア協会 会長 

〃 藤 井 武 樹 （一社）福岡県建設業協会 副会長 

〃 堀之内 昌二 （一財）福岡県交通安全協会 常務理事 

〃 中 原 伸 宏 （一財）福岡県警備業協会 専務理事 

〃 鷲 﨑  久 洋 福岡市暴力追放相談センター 所長 

〃 石 橋 雅 弘 （一社）生命保険協会福岡・北九州事務室 事務局長 

〃 中 山 賢 彦 北九州市暴力追放推進会議 事務局長 

監 事 城 後    修 （一社）福岡銀行協会 常務理事 

〃 奥 田 和 生 （公財）福岡県暴力追放運動推進センター 監事 

評 議 員 津田 鶴太郎 福岡商工会議所 副会頭 

〃 野 畑 昭 彦 北九州商工会議所 副会頭 

〃 金 子 泰 大 久留米商工会議所 副会頭 

〃 蓮 澤 浩 明 （公社）福岡県医師会 会長 

〃 加 藤 雅 秋 （公社）福岡県防犯協会連合会 専務理事 

〃 德 増 幸 雄 （一財）福岡県警友会 会長 

〃 安 田 聡 剛 福岡県弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員長 

〃 豊 馬    誠 福岡市暴力追放推進協議会 会長 

〃 川野 枝見子 福岡県地域婦人会連絡協議会 会長 

 ※名誉会長は役員には含めない 

 


